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【指導事項】 

１．平戸観光交通ターミナル指定管理業務について 

 令和４年度決算書において、給与が予算額 500,000 円とあるが、決算額では０円

となっており、事業活動収支差額（剰余金）が 307,387 円となっている。指定管理

業務を申請するにあたり事務局職員１名分の人件費を計上し、適正な施設の管理を

するとしているので、指定管理業務に沿った決算処理が必要である。 

 

２．平戸観光交流ターミナル観光案内業務について 

令和４年度平戸市観光交流ターミナル観光案内業務にかかる見積書において、消

費税を含み 3,670,090 円で提出しているが、見積書内訳で需用費や役務費には消費

税の記載がなく、人件費に対する消費税 314,533 円が記載されている。消費税につ

いてわかりやすい表記になるよう努められたい。 

 

３．平戸観光協会コンベンション開催事業補助金について 

令和４年６月 15 日付けで補助金交付決定した県外の学校が主催する勉強合宿事

業が中止になったにもかかわらず、事業中止となった際に提出すべき書類（補助金

交付要綱第９条に基づく事業変更（中止）承認申請書（様式第５号））がなかった。

補助金交付要綱に沿った事務処理を行うように努められたい。 

 

【意見】 

１．平戸観光交通ターミナル施設管理に伴う支出について 

(1)バス時刻表シート製作について 

 令和３年度にダイヤ改正に伴う平戸桟橋ターミナル内のＡ社バス時刻表シート製

作として、Ａ社から見積書を徴取し同社に作成させている（事業費 56,100 円）が、

時刻表シート張り替えは運行事業者であるＡ社の業務であると思われる。 

(2)観光交通ターミナル電気設備改修工事について 

 当施設の配電盤から連絡橋を通じて浮桟橋に新たに取り付けたコンセント盤にケ

ーブル配線を施工している（工事費 225,500 円）が、当設備を利用するのは船舶で

あり、浮桟橋を管理する港湾管理者の権限に属するものと思われる。また、現状で

は当設備は平戸観光協会の所有物となり、管理責任が発生することにもなるため、

適切な対応が求められる。 

 

２．口座振替手数料の取り扱いについて 

受託事業全般において、口座振替手数料を平戸観光協会の一般管理費から支出し

ているが、手数料は事業にかかる経費に含まれると思われるので、支出区分につい

て検討されたい。 

 

３．田平教会守事業の経理について 

令和４年度田平教会守事業で、令和５年３月に発注していた事務用品が、４月に

納品・請求され、６月に支払われていた。また、ノートパソコン購入については３

月に納品・請求され、６月に支払われていた。適正な時期の支払いを行い委託契約

期間内に事業完了できるように努められたい。 


